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埼玉県議会令和６年６月定例会付議予定議案件名表 
 

【議案】 
 

条例 
案件名 概要 

１ 

埼玉県税条例の一部を改正する条例 

 

【総務部】 

 

１ 趣  旨  

  地方税法等の一部改正に伴い、法人事業税の外形標準課税に係る適用対象法人を見直す等するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 法人事業税 

    資本金１億円超の法人が対象となる外形標準課税制度について、以下の見直しを行う  

  ア 前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金と資本剰余金の合計額が 

    １０億円を超えるものは、資本金を１億円以下に減資した場合でも、外形標準課税の対象とする 

  イ 資本金と資本剰余金の合計額が５０億円を超える法人等の１００％子法人等のうち、資本金と資本剰余金の 

    合計額が２億円を超えるものは、資本金が１億円以下の場合でも、外形標準課税の対象とする 

（2） 軽油引取税 

    免税軽油制度の対象としている船舶のうち、専らレクリエーションの用に供する自家用船舶（プレジャーボー 

   ト）を適用対象から除外するための改正 

（3） 規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和７年４月１日等 

２ 

埼玉県衛生試験等手数料条例の一部を改正す

る条例 

 

【保健医療部】 

 

１ 趣  旨  

  生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理

等に関する省令の施行に伴い、規定の整備をするための改正 

 

２ 内  容 

  食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁へ移管されたことに伴う条例第２条第１項第４号で引用する「乳及

び乳製品の成分規格等に関する省令」の題名の変更 

  「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」 → 「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」 
 
３ 施行期日  

  公布の日 

資料１ 



- 4 - 

案件名 概要 

３ 

埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改

正する条例 

 

【教育局】 

 

１ 趣  旨  

  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、県立学校

の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額及び介護補償の額を

改定するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 補償基礎額の改定 

 （例）経験年数５年未満の学校医及び学校歯科医の補償基礎額 

現 行 改定後 

６，３４０円 ６，６１８円 

 

（2） 介護補償の額の改定 

 （例）常時介護を要する場合で、介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときの補償の上限額（月額） 

現 行 改定後 

１７２，５５０円 １７７，９５０円 

 

３ 施行期日  

  公布の日 
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専決処分の承認 

 

 

  

案件名 概要 

１ 

専決処分の承認を求めることについて 

（埼玉県税条例及び合衆国軍隊の構成員等の

所有する自動車に対する自動車税の種別割の

賦課徴収についての埼玉県税条例の臨時特例

に関する条例の一部を改正する条例） 

 

【総務部】 

 

 地方税法等の一部改正に伴い、緊急に埼玉県税条例等を改正する必要が生じ、埼玉県税条例等の一部を改正する条

例を専決処分したことについて、地方自治法第１７９条第３項の規定に基づき承認を求めるもの 

 

１ 専決処分年月日 令和６年３月３０日 
 
２ 専決処分理由 地方税法等の一部改正に伴い、緊急に条例を改正する必要が生じたため 

 

３ 内 容  

（1） 個人県民税  

    令和６年度分の個人県民税について、個人市町村民税と併せて、納税者及び配偶者を含めた扶養家族１人に 

   つき、１万円の定額減税を行う  

（2） 不動産取得税 

  ア 住宅及び土地を取得した場合の税率（本則４％）を３％とする特例措置を３年延長 

  イ 宅地及び宅地比準土地を取得した場合の課税標準を価格の２分の１とする特例措置を３年延長 

  ウ 宅地建物取引業者等が住宅を新築した日から６か月以内に他者に譲渡した場合に課税しない措置について、 

   その期間の要件を６か月以内から１年以内に緩和する特例措置を２年延長 

  エ 新築住宅用土地の減税措置について、土地取得から住宅新築までの経過年数の要件を２年から３年に緩和す 

   る特例措置を２年延長 

 (3)  軽油引取税 

    特定用途に対する課税免除の特例措置（免税軽油制度）を３年延長 

 (4)  狩猟税 

    対象鳥獣捕獲員等の狩猟者登録に係る課税免除及び税率の特例措置を５年延長 

 (5)  自動車税（種別割） 

    米軍の構成員等が所有する自動車について、納税証紙による徴収から納税通知書等による徴収に変更 

（6） 規定の整備 

 

４ 施 行 期 日 令和６年４月１日 
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工事請負契約の締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案件名 概要 

１ 

工事請負契約の締結について（川口特別支援学

校中央棟新築工事） 

 

【都市整備部】 

 

 川口特別支援学校中央棟新築工事の請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 金     額 ９７６，８００，０００円 
 
２ 履 行 期 限 令和８年１月３０日 

 

３ 相 手 方 株式会社島村工業（埼玉県川島町） 
 

４ 契 約 方 法 総合評価方式一般競争入札 

 

５ 予 定 価 格 １，１２０，９００，０００円（落札率８７．１４％） 
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【報告】 
 

予算繰越報告 

案件名 概要 

１  

埼玉県一般会計継続費逓次繰越報告  

 

 

 R5年度繰越額     ３，４３９，６９５，７８１円   （９件） 

２    

埼玉県一般会計繰越明許費繰越報告  

 

 

 R5年度繰越額    ８８，１７０，４９８，２１６円 （１１９件） 

３    

埼玉県一般会計事故繰越し繰越報告 

 

 

 R5年度繰越額     ７，２７８，２６１，９０９円  （３１件） 

４   

埼玉県県営住宅事業特別会計継続費逓次繰越報告  

 

 

 R5年度繰越額     ２，３５５，５９１，５１２円   （４件） 

５    

埼玉県公営企業会計継続費逓次繰越報告 

(1)埼玉県工業用水道事業会計継続費繰越計算書 

 

 

 

 R5年度繰越額        １３，７２６，１７４円   （１件） 
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案件名 概要 

 

(2)埼玉県水道用水供給事業会計継続費繰越計算書 

 

 

 R5年度繰越額     １，１６８，６６５，４４３円   （４件） 

 

(3)埼玉県地域整備事業会計継続費繰越計算書 

 

 R5年度繰越額     ９，００５，９６９，９５８円   （５件） 

６    

埼玉県公営企業会計予算繰越報告 

(1)埼玉県工業用水道事業会計予算繰越計算書 

 

 

  

 R5年度繰越額        ２６，０３７，０００円   （１件） 

 

(2)埼玉県水道用水供給事業会計予算繰越計算書 

 

 R5年度繰越額       ２２５，６２３，２００円   （４件） 

 

(3)埼玉県地域整備事業会計継続費繰越計算書 

 

 R5年度繰越額       ４５７，７７０，９３２円   （１件） 
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案件名 概要 

 

(4)埼玉県地域整備事業会計予算繰越計算書 

 

 

 

 

 R5年度繰越額        ３９，３１１，５００円   （３件） 

 

(5)埼玉県流域下水道事業会計予算繰越計算書 

 

 

 

 

 R5年度繰越額    １２，０２１，０４６，７８４円  （１２件） 
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地方自治法第１８０条第２項の規定による知事専決処分報告 

案件名 概要 

１ 

知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

 埼玉県建築基準法施行条例等の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より専決処分したことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

 

１ 専決処分年月日 令和６年３月２８日 

 

２ 専決処分理由 埼玉県建築基準法施行条例等の一部改正に伴い、規定の整備をするため 

 

３ 改 正 内 容 規定の整備 

            

４ 施 行 期 日 公布の日 

２ 

埼玉県国民健康保険保険給付費等交付金及び国民

健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正

する条例 

 

【保健医療部】 

 

 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地方自治法第 

１８０条第１項の規定により専決処分したことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

 
１ 専決処分年月日 令和６年３月２８日 

 
２ 専決処分理由 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴い、規定の整備をするた

め 

 
３ 改 正 内 容 退職者医療制度の経過措置が廃止されたことに伴う規定の整備 

 
４ 施 行 期 日 令和６年４月１日 
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案件名 概要 

３ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【教育局】 

 

 営造物の設置管理に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分した

ことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

 

１ 専決処分年月日 令和６年３月２９日 

 

２ 専決処分理由 営造物の設置管理に係る損害賠償額の決定のため 

 

３ 相 手 方 破損した家屋及び門柱の所有者 

 

４ 事 案 の 概 要  

  令和５年１１月２８日、埼玉県立寄居城北高等学校の敷地内に植栽された樹木が強風のため倒れ、相手方の 

 所有する家屋及び門柱を破損したもの 

 

５ 損 害 賠 償 額 ７６５，０３５円 

 

４ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【教育局】 

 

 公務員の職務に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したこと

について、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

 

１ 専決処分年月日 令和６年５月１６日 

 

２ 専決処分理由 公務員の職務に係る損害賠償額の決定のため 

 

３ 相 手 方 著作権者（１名） 

 

４ 事 案 の 概 要  

    埼玉県立八潮南高等学校の広報紙等において、相手方が著作権を有するイラストを相手方の許諾を得ずに掲

載し、著作権を侵害したもの 

 

５ 損 害 賠 償 額 １８７，０００円 
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案件名 概要 

５ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【警察本部】 

 

 営造物の設置管理に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分した

ことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

 

１ 専決処分年月日 令和６年５月２３日 

 

２ 専決処分理由 営造物の設置管理に係る損害賠償額の決定のため 

 

３ 相 手 方 破損した家屋の所有者 

 

４ 事 案 の 概 要  

    令和６年２月２７日、川越（岸町）待機宿舎から強風で飛ばされた屋根材が、相手方の所有する家屋を破損

したもの 

 

５ 損 害 賠 償 額 ２５０，８００円 
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地方自治法第２２１条第３項の法人の経営状況報告 

法人名   概要 

１ 

埼玉県住宅供給公社   
（ Ｓ４０．１１．１０設立 ） 

   

【都市整備部】 

 

代 表 者   理事長 庄司 健吾 

資 本 金    ４０，０００ 千円 

県出資金    ４０，０００ 千円 （１００．０％） 

 

２ 

埼玉県道路公社  

（ Ｓ４６．９．１設立 ） 

   

【県土整備部】 

 

代 表 者   理事長 山科 昭宏 

資 本 金    １２，０５８，０００ 千円 

県出資金     １１，２１８，０００ 千円 （９３．０％） 

 

３ 

埼玉県土地開発公社  

（ Ｓ４７．１１．３０設立 ） 

 

【県土整備部】 

 

代 表 者   理事長 山科 昭宏 

資 本 金    １００，０００ 千円 

県出資金    １００，０００ 千円 （１００．０％） 

 

４ 

埼玉県消防協会  

（ Ｓ２３．８．２７設立 ） 

 

【危機管理防災部】 

 

代 表 者   会長 森田 耕一 

資 本 金    ３１８，５３２ 千円 

県出資金    １００，０００ 千円 （３１．４％） 

 

５ 

埼玉県公園緑地協会  

（ Ｓ４６．４．２４設立 ） 

 

【都市整備部】 

 

代 表 者   理事長 清水 匠 

資 本 金    ９７，８００ 千円 

県出資金    ４８，９００ 千円 （５０．０％） 
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法人名 概要 

６ 

埼玉県産業振興公社  

（ Ｓ４８．４．２６設立 ） 

   

【産業労働部】 

 

代 表 者   理事長 神田 文男 

資 本 金    ５，０００ 千円 

県出資金    ５，０００ 千円 （１００．０％） 

 

７ 

埼玉県下水道公社  

（ Ｓ５４．２．１設立 ） 

    

【下水道局】 

 

代 表 者   理事長 吉田 雄一 

資 本 金    １１０，０６０ 千円 

県出資金     ５５，０３０ 千円 （５０．０％） 

 

８ 

埼玉県埋蔵文化財調査事業団  

（ Ｓ５５．４．１設立 ） 

  

【教育局】 

 

代 表 者    理事長 加藤 健次 

資 本 金    １０，０００ 千円 

県出資金    １０，０００ 千円 （１００．０％） 

 

９ 

埼玉県生活衛生営業指導センター  

（ Ｓ５７．４．２１設立 ） 

 

【保健医療部】 

 

代 表 者    理事長 田村 眞 

資 本 金    １０，０１８ 千円 

県出資金      ４，０００ 千円 （３９．９％） 

 

１０ 

埼玉県農林公社  

（ Ｓ５８．１１．１設立 ） 

 

【農林部】 

 

代 表 者    理事長 小畑 幹 

資 本 金     ９８１，４３７ 千円 

県出資金     ５１５，０００ 千円 （５２．５％）  
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法人名 概要 

１１ 

さいたま緑のトラスト協会  

（ Ｓ５９．８．１設立 ） 

 

【環境部】 

 

代 表 者    理事長 太田 猛彦 

資 本 金    １３，０００ 千円 

県出資金        ５，０００ 千円 （３８．５％） 

 

１２ 

埼玉県産業文化センター  

（ Ｓ６２．５．１設立 ）   

 

【産業労働部】 

 

代 表 者    理事長 加藤 喜久雄  

資 本 金     １５０，０００ 千円 

県出資金        ５０，０００ 千円 （３３．３％） 

 

１３ 

埼玉県国際交流協会  

（ Ｓ６２．６．１設立 ）  

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 鷺坂 長美 

資 本 金    ３２８，１６４ 千円 

県出資金      ２００，０００ 千円 （６０．９％） 

 

１４ 

埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター  

（ Ｈ１．５．１設立 ） 

 

【警察本部】 

 

代 表 者    理事長 富岡 勝則 

資 本 金    １，０４０，０００ 千円 

県出資金          ７７９，５８７ 千円 （７５．０％） 

 

１５ 

いきいき埼玉  

（ Ｈ１．１０．１設立 ） 

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 永沢 映 

資 本 金    ８２，０００ 千円 

県出資金     ５０，０００ 千円 （６１．０％） 
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１６ 

埼玉県河川公社  

（ Ｈ４．３．２７設立 ） 

 

【県土整備部】 

 

代 表 者    理事長 奥ノ木 信夫 

資 本 金    ３５，０００ 千円 

県出資金    １８，０００ 千円 （５１．４％） 

 

１７ 

埼玉県芸術文化振興財団  

（ Ｈ５．７．１設立 ）   

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 加藤 容一 

資 本 金    １００，０００ 千円 

県出資金     １００，０００ 千円 （１００．０％） 

 

１８ 

株式会社さいたまアリーナ  

（ Ｈ９．３．２７設立 ） 

 

【都市整備部】 

 

代 表 者    代表取締役社長 三上 浩嗣 

資 本 金    ４９５，０００ 千円 

県出資金    １５０，０００ 千円 （３０．３％） 

 

１９ 

株式会社さいたまリバーフロンティア 

（ Ｈ１２．２．９設立 ） 

 

【企業局】 

 

代 表 者   代表取締役社長 大山 澄男 

資 本 金    １３０，０００ 千円 

県出資金       ５８，０００ 千円 （４４．６％） 

 


